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慶弔金の支給件数･金額
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事業主
の皆様へ

 当基金では、平成２１年１０月２０日付通知「届出事項の突合について」において、届書「厚生年金保険法第
 １２８条の規定による通知書（その１）」の提出についてお願いいたしました。
 この届書は、基金の年金が国の老齢年金を一部代行していることから、社会保険事務所と基金の記録が相違し
 ていないか確認し、将来適正な年金給付を行うため、厚生年金保険法第１２８条において、義務付けられてい
 るものです。
 現在、国と基金の記録突合作業が随時始まっており、その上でも大変重要な届出となりますので、事業主様、
 ご担当者様におかれましてはこれまで以上のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 ◆ １２８条の通知書による記録突合とは ◆
 事業主様は、従業員の資格取得、喪失、その他の各種届を社会保険事務所と基金に提出し、その後それぞれ
 から、その従業員について決定の通知を受けます。
 その際に、社会保険事務所の決定通知と基金に届出した記載事項の内容に相違がある場合は、その相違事項
 を１２８条の通知書に記載し、基金に届出ます。
 本来であれば、各種届出の都度相違の有無についてご確認いただき、１２８条その１を届出していただくこ
 ととなっておりますが、事業主様などの利便を考慮し、年１回９月末までにご提出のあった各種届出に基づ
 きリストを作成し、その内容が社会保険事務所に届出た内容と相違がないかご確認いただくこととしていま
 す。（＊相違事項がない場合でも、相違ない旨を基金に届出いただきますようお願いいたします。）

 ◆ 加入員リストについて ◆
 当基金より送付いたいました加入員リストは、昨年１０月以降から今年の９月末までに当基金へ提出のあっ
 た各種届出に基づき作成したものです。このリストと社会保険事務所からの決定通知内容をご確認ください。
 確認内容は、年金整理番号・基礎年金番号・氏名・フリガナ・生年月日・性別・標準給与月額などです。
 リストに「受給中」と記載されている方につきましては、年金の支給の有無にかかわらず当基金へ年金の裁
 定請求をし、当基金の年金受給権者となっている方です。
 
 ◆ 届出の流れ（参考） ◆

適正な記録管理のため届書「１２８条その１」の提出にご協力ください

 平成２１年１０月１５日付けで発行いたしました「基金情報№９２」の掲載内容に誤りがございましたこ
 とをお詫び申し上げます。
 平成２１年度・主要事業概況表中、資産運用の信託資産額（時価）が２５６０億２７３万円と記載されて
 いますが、２５６億２７４万円の誤りです。
 今後はこのようなことがないよう注意し作成していく所存ですので、よろしくお願いします。

 ① 社会保険事務所と基金へ各種届出

 ② 届書に基づき処理し、「決定通知書
　　 」を社会保険事務所と基金それぞれ
　　から事業所へ送付

 ③ それぞれから送付された決定通知書
　　の内容が一致しているか事業所にて
　　確認
 
 ④ 相違がない場合、年1回の128条の通
　　知にて届出し、相違がある場合は年
　　1回の128条の通知を待たず、その都
　　度、当基金へご連絡ください

基金情報第９２号掲載内容の誤りについて（お詫び）
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16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年9月末

加 7808 7746 7498 7406 7209 7,362

給 2408 2398 2328 2311 2222 2201

受 5482 5620 5526 5709 5848 6,067

年 2437 2554 2628 2772 2893 3036

信 30394 35218 36867 30473 23015 25537

国内債券 国内外国外国資産合計
4月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4月末 0.0011 0.0957 -0.0049 0.1134 0.0526

5月末 0.0004 0.1827 -0.0004 0.1788 0.0923

6月末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

第1四半期末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

7月末 0.0106 0.256 0.018 0.2765 0.140

8月末 0.0212 0.2755 0.0076 0.2989 0.1534

9月末 0.0277 0.2132 -0.0093 0.3175 0.1387

第2四半期末 0.0277 0.2132 -0.0093 0.3175 0.1387

10月末 -0.0219 -0.232 -0.1252 -0.323 -0.1724

11月末 -0.0264 -0.2562 -0.1197 -0.3891 -0.2511

12月末 -0.0179 -0.2353 -0.1039 -0.4036 -0.1897

第3四半期末 -0.0179 -0.2353 -0.1039 -0.4036 -0.1897

1月末 -0.0178 -0.2061 -0.2134 -0.2949 -0.1918

2月末 -0.0252 -0.3227 -0.098 -0.4874 -0.2413

3月末 -0.0274 -0.2985 -0.0563 -0.4182 -0.2175

第4四半期末 -0.0274 -0.2985 -0.0563 -0.4182 -0.2175

第1四半期末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

第2四半期末 0.0277 0.2132 -0.0093 0.3175 0.1387

第3四半期末 -0.0179 -0.2353 -0.1039 -0.4036 -0.1897

第4四半期末 -0.0274 -0.2985 -0.0563 -0.4182 -0.2175

H21.9.29

H21.9.17

異動区分 事　業　所　名 適用年月日

大起理化工業㈱ 任意脱退

所在地変更
日本板硝子ﾃﾞｨｰ・
ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｰ･ｼｽﾃﾑ㈱

異動内容（新）

台東区松が谷

削除事業所

7,808

7,746

7,498 7,362
7,209

7,406

2,408 2,398 2,328

2,311 2,222 2,201

5,482
5,620 5,526

5,709
5,848

6,067

2,437
2,554 2,628

2,772 2,893
3,036

30,394

35,218

36,867

30,473

23,015

25,537

16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年9月末

加入員数（人）
信託資産額（百万円）

受給権者数（人）

年金総額（百万円）

給与総額（百万円）

主要事業の推移

年金資産の運用状況・修正総合利回り＜平成21年度＞

11.17%

14.04%
15.34%

13.87%

0.97% 1.06%

2.12% 2.77%

22.55%

27.55%

25.60%

21.32%

0.76%

1.81%
1.34%

-0.93%

18.72%

27.65%

29.89%

31.75%

第1四半期末 7月末 8月末 9月末

資産合計
国内債券
国内株式
外国債券
外国株式　

　従来、電話でもお答えしておりました年金額などのご相談につきま
　して、個人情報を保護する目的から書面にて回答させていただい
　ております。
　事業所のご担当者の方など第３者の方からお問合せいただく場合
　には、お手数ですが委任状をご提出ください。

年金相談についてのお願い

　
　掛金の納付は便利な口座振替をご利用ください。
  毎月、月末に自動引き落としとなります。
  納め忘れもなく、振込手数料もかからず、手続きも簡単
　です。
　≪口座振替銀行≫
  みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
  りそな銀行、東京都民銀行、東京東信用金庫

  このほか、りそな決裁サービスを利用することにより、
　他の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信
　金、労金、ゆうちょ銀行、信用組合(※)、農業協同組合
　(※)などの金融機関からでも口座振替を行うことができ
　ます。(振替日は２８日となります。)　(※)一部の金
　融機関は除きます。
  詳しくは当基金までお問合せください。

　＊１０月分の掛金納入期限は、１１月３０日となります
　　ので、ご協力お願いいたします。

掛金は完納しましょう

【当基金】
退職により当基金を年金支給開始年齢に達する前に
脱退された方に対し、将来、当基金より年金支給が
ある旨の通知を退職時の住所あてにお送りしており
ます。年金支給の際には、年金支給開始年齢に達す
る前月末に退職時の住所（変更連絡等ない場合）あ
てに年金請求の通知および「裁定請求書」を送付し
ております。

【連合会】中途脱退者
　～基金加入期間が10年未満で60歳未満の方～
連合会へ事務等が継承された中途脱退者の方は、将
来連合会より年金支給がある旨の「継承通知」を退
職時の住所あてに送付されます。
年金支給開始年齢に達する月の始めに、退職時のご
住所（変更連絡等ない場合）あてに年金請求の通知
および「裁定請求書」が送付されます。

＊住所や氏名の変更があった場合、当基金や連合会
へご連絡が無い場合、裁定請求書がご本人に届か
ず、年金支給ができないことがあります。
この様なことを防ぎ、年金を確実に支給するため
に、ご退職される方へ住所や氏名に変更があった場
合は当基金や連合会に必ずご連絡する様、お知らせ
願います。

事業主の皆様、加入員の皆様にはご協力の程よろ
しくお願い申し上げます。（将来、連合会から年金
支給される方の住所・氏名変更につきましても、当
基金へご連絡いただいても結構です。）

年金の確実な支給のために

設立事業所の異動（規約変更関係等）・９月処理分

【お願い】
当「基金情報」を 加入員の方々が閲覧いただけるよう

ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
当「基金情報」をホームページに掲載しています

創刊号から直近号までご覧いただけます
加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください

http://www.glskkn.com
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